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都市計画の変更の案の概要に関する説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月１１日  

流山市都市計画課  

                         

 

 

 

 

・この資料は、今回実施する予定の都市計画変更に関する、案の概要を説明す

るための資料です。  

 

・印刷する場合は、「Ａ３横向き」で出力していただくと最適です。  

 

１．はじめに                            

 

 今回、都市計画変更の手続きを行うにあたり、あらかじめ市民の皆様にその

内容をお知らせするために、本資料を作成しました。  

 

 

 変更を行おうとしている内容は、次のとおりです。  

  

 ・南流山駅周辺地区における容積率の変更  

  

 

 詳細につきましては、次ページ以降で解説いたしますので、ご覧ください。  
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２．都市計画の変更をしようとする位置及び内容（南流山駅周辺）        

（１）変更しようとする位置  

 都市計画の変更をしようとする位置は、  

 

流山市南流山二丁目の一部の区域です。  

 

 

 市の南西部に位置し、ＪＲ武蔵野線とつくばエクスプレスが交差する

南流山駅南側の近隣商業地域、約１．２ヘクタールの地区です。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）変更しようとする内容  

 都市計画の変更をしようとする内容は、当該近隣商業地域の容積率 ※ を２０

０％から３００％に変更しようとするものです。  

 

  変更前  近隣商業地域（２００％／８０％）  

   ↓  

  変更後  近隣商業地域（３００％／８０％）  

  

 「※」の用語の解説については、次ページに記載します。  
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（３）変更しようとするに至った経緯  

南流山駅周辺地区 は「流山都市計画  都市計画区域の 整

備、開発及び保全の方針」において、流山の新拠点である流

山おおたかの森駅を補完する副次交流拠点と位置づけ、商業

地として土地の高度利用を促進する方針としています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「流山都市計画  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」Ｐ６．７）  

 

 

 

 

 

「流山市都市計画マスタープラン」において、南部地域の

住環境の特徴として、南流山駅周辺は、本市の南の玄関口と

してふさわしい商業集積が期待されています。  

また、南部地域のまちづくり方針及び商業地の基本方針と

して、南流山駅周辺は土地の高度利用を図ることとしていま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「流山市都市計画マスタープラン」Ｐ３７．３８）  
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（「流山市都市計画マスタープラン」Ｐ４４）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南流山駅周辺は、これまでに土地区画整理事業にて計画的なまちづくりが進

められてきたことにより、周辺人口の増加に伴い、南流山駅の利用者も増加し

ており、今後も、駅や駅周辺施設の利用者数の増加が予想されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  南流山駅周辺状況参照）  

 

 換地処分公告一覧  

令和元年１０月  西平井・鰭ケ崎地区  

令和３年５月   鰭ケ崎・思井地区  

令和５年９月   木地区  
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令和６年２月策定の「南流山駅周辺地区

まちなみづくり指針」では、土地の高度利

用化及び商業・業務の集積による拠点性の

向上を指針の１つとしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  「南流山駅周辺地区まちなみづくり指針」Ｐ６）  

 

 

 

 

 

 

以上のことから、土地区画整理事業の換地処分公告と南流山駅周辺地区まち

なみづくり指針の策定と合わせ、南流山駅南側の近隣商業地域の容積率を、２

００％から３００％とすることで、「流山都市計画  都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」、及び「流山市都市計画マスタープラン」との整合を図るとと

もに、土地の高度利用と商業・業務の集積を促進していきます。  
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※用語の解説：用途地域とは                      

 

 前ページに記載した、都市計画区域には、「用途地域」を定めることが出来ま

す。用途地域とは、地域を目的別に区分けすることであり、  

 

・住居の環境を保護する地域  

・商業等の業務の利便を増進する地域  

・工業の利便を増進するための地域  

 

といった目的をさらに細分化されており、１３種類があります。  

 

 用途地域が指定されると、目的に応じて、建築できる建物の種類が決められ

ます。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域の種類と建築可能な建築物の種類を一覧表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日が
当らないな

うるさいな 仕事がしにくいな
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※用語の解説：建ぺい率、容積率とは                      

 

前ページに記載した、用途地域を定めた場合は、合わせて、建ぺい率と容積

率を指定します。  

 

 

【建ぺい率】  

 

建ぺい率とは、建築物を建築しようとする際に、敷地を上から見た場合に、

敷地の面積に対する、建築物の面積の割合を示す数値です。  

 

例えば、敷地の全てを建物とした場合は、建ぺい率は１００％となり、敷地

の半分を建物とした場合は、建ぺい率は５０％となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【容積率】  

 

 容積率とは、敷地の面積に対する、建築物の延床面積の割合を示す数値です。

延床面積とは、建物の各階ごとの面積を合計したものであり、２階建てや３階

建ての建物になると延べ床面積は増えていきます。  

 

例えば、敷地の全てを建物とし、その建物を２階建てにした場合は、容積率

は２００％となり、敷地の半分を建物とし、その建物を２階建てとした場合は、

容積率は１００％となります。  

 

容積率とは、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことで、規制す

ることで建築物の密度を制限できます。  
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３．今後の手続き（概ねのスケジュール）            

 

 今後のスケジュールとしては、下記のとおり、都市計画変更の手続きを進め

てまいります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  

流山市まちづくり推進部都市計画課  

住  所：流山市平和台１－１－１  

電  話：０４－７１５０－６０８７  

E-Mail： toshikei@city.nagareyama.chiba.jp 

案
概
要
縦
覧 

公
聴
会 

案
縦
覧 

都
市
計
画
審
議
会 

関
係
機
関
協
議 

決
定
告
示 

令和６年  

令和６年  
４月１１日～２５日  

令和６年  
５月２５日  
予定  


